
裁判官の休暇・休業について
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裁判官についても，一般職の国家公務員に認められている休暇，休業等とほぼ同様

のものが認められる。 もっとも，勤務時間の概念がないことから，時間単位の休暇取

得は認められない（年次休暇以外は，すべて1日単位の取得となる。 ） 。

1 年次休暇
年間20日付与され， 1日又は半日単位で取得できる。

2主な特別休暇

○結婚休暇
結婚式,新婚旅行等のため，結婚5日前から結婚後1か月の間で

連続する5日間取得できる。

○産前休暇

○産後休暇
女性裁判官が，出産日の翌日から原則8週間取得する。

●

※制度一覧参照

○配偶者

出産休暇
男性裁判官が，配偶者の出産時に2日間取得できる。

※制度一覧参照

－－

○育児参加休暇
男性裁判官が，配偶者の産前・産後休暇期間中に育児のため5日

間取得できる。 ※制度一覧参照

○子の看護休暇
未就学の子を看護するために年に5日間（子が2人以上の場合は

10日間）取得できる。 ※制度一覧参照

○短期介護休暇
親族を介護するため年に5日間取得できる。 ※制度一覧参照

－
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○忌引休暇

親族が死亡した場合に取得できる（日数は，裁判官本人と親族の

関係によって異なる｡ ） 。

○夏季休暇
夏季に連続する3日間取得できる。

P

3病気休暇
負傷又は疾病のため療養する必要があるときに認められる（病気

休暇の請求事由の確認を求められたときは，診断書等の証明書類を

提出する必要がある。 ） 。

’一

4介護休暇
親族を介護するため通算6か月までの3回以下の期間(指定期間）

内において取得できる｡短期介護休暇と異なり,介護休暇期間中は，

無報酬となる。 ※制度一覧参照

5育児休業

子を養育するため；子が3歳に達する日までの間取得できる。育

児休業期間中は，無報酬となる。 ‘

※産後パパ育休

男性裁判官は，出産日から57日間（女性裁判官が，産後休暇

を取得する期間）にも育児休業を取得することができる。

※制度一覧参照

配偶者

同行休業

6

配偶者が，外国で勤務留学等をする場合に3年間取得できる。
●

配偶者同行休業期間中は，無報酬となる。

その他7

人間ドックや妊産婦の健康診査のため，勤務しないことの承認を

受けることができる。
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